
国 （運輸局等）適正化センター

巡回指導の実施

貸切バス事業者

巡回指導

※ 法令違反が確認された場合

改善の要請

一般監査

② ２名１組体制で訪問

・改善が確認された場合は、巡回指導に基づく監査なし
・適正化センターから事業者あて巡回指導終了通知

巡回指導対象事業者へ
実施通知書発出

速報 案件が確認された場合

・指導拒否

・運行管理者選任なし

・健康診断未実施 など

実施通知書の到着
※書類等の準備 ① 通 知 （実施日の１５日前まで）

報告に基づく監査の実施
【定期】 未改善・未報告

【速報】 指導拒否・緊急を要する重大違反

改善結果報告の受理
※ 報告期限は「３０日以内」③ 改善報告等 ④ 未改善

直ちに速報

改 善

貸切バス事業者に対する巡回指導

関東貸切バス適正化センターは、国が行う監査を補完するため、国の監査対象事業者以外の事業者を対象
に巡回指導を実施し、業界の自主的改善を促進することにより、貸切バス事業における事故防止を徹底し
業界全体の安全意識の向上を図ることを目的としています。

・体制 ： 適正化事業指導員2名１組 ・頻度 ： 原則、各営業所ごとに毎年１回実施

・内容 ： 国による監査に準じて法令遵守状況の確認・改善指導を行い、悪質な違反事業者は監査対象として国に通報


